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１６ 高校生等の就学支援について 

（文部科学省） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（背景） 

○ 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」

が平成２２年４月から施行され、公立高校について授業料を徴収しないこととするとと

もに、私立高校等の生徒がその授業料に充てるために就学支援金が支給されることとな

った。 

 

○ 公立高校の授業料の不徴収は国が全国一律の制度として実施することから、全額国庫

負担が原則である。また、文部科学省が国費算定方法の中で示した「大臣が協議して定

めた率」は、平成２２年度において１１．５％を減じたものとしているが、積算根拠が

明確にされておらず、各都道府県における減免実績（率）との間に乖離がある。 

 

○ 一方、私立高校等の生徒に支給される就学支援金は、公立高校生が負担軽減される額

と同額の月額９，９００円（年額１１８，８００円）で、保護者の所得によって加算

（１．５倍又は２倍）されるが、全国私立高校の平均授業料年額３５４，５０５円には

及ばず、所得の低い世帯においても、授業料負担が残る状況になっている。また、就学

支援金支給に要する事務経費について、学校における支給に要する所要額を国の責任に

おいてしっかりと措置する必要がある。 

 

○ 学校教育においては授業料以外にも入学料等の納付金など多額の経費が必要であるた

め、低所得世帯の負担を軽減する必要がある。高校無償化法案可決の際には給付型奨学

金の創設などを盛り込んだ附帯決議が可決されており、本県に対しても制度を創設して

ほしいとの要望が多数寄せられている。 

 

○ 国の緊急経済対策として交付された高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金に

より､各都道府県は平成２１年度から高校生修学支援基金を創設し､私立高等学校授業料

軽減事業及び高等学校等奨学金事業に基金を活用しているが､対象期間は平成２３年度

までとなっている。また、専修学校高等課程授業料軽減は､基金の対象になっていない。

【内容】 
(1) 公立高校の授業料実質無償化は、国の施策により実施するものであり、

全額国庫負担とすること。 
なお、公立高校の授業料実質無償化における政令に規定した「文部科学

大臣が財務大臣と協議して定める率」については、その根拠を地方公共団
体に対して明らかにするとともに、国の財源不足を地方に転嫁しないこ
と。 

 
(2) 私立高校等の生徒への就学支援金について、低所得層に対する補助を拡

充するとともに、就学支援金支給に要する事務経費を増額すること。 
 
(3) 低所得者世帯を対象とする給付型奨学金を国の責任において創設する

こと。 
 
(4) 高校生修学支援基金事業の実施期間を延長するとともに、専修学校高等

課程授業料軽減補助を基金の対象とすること。さらに、基金取崩し割合を
撤廃すること。 

＜「希望」を持って活動できる社会＞ 
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○ さらに、現行の制度においては、平成２０年度に比べ増加した人数に係る補助額には、

全額が基金から充当される。しかし、補助単価の引き上げや補助要件を拡げたことによ

る増額分には、２分の１の充当にとどまっている。 

 

（ 参 考 ） 
 

公立高校－不徴収による授業料無償化－ 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交 付 金 の 算 定 方 法

公立高等学校基礎授業料月額×１２月×基準日の生徒数 × 調整率 

全日制：9,900 円 

定時制：2,700 円 

通信制： 520 円 

当該年 

10 月 1 日 

の生徒数 

平成 22 年度 

11.5%を 

減ずる 

積算根拠が不明確 

(本県の 20年度減免実績：6.5％) 

高校生修学支援基金の利用の仕組み

　　　　私立高等学校授業料減免事業費補助金

　　　　高等学校等奨学金貸付金

（都道府県負担分） （基金充当）

１／２

従来どおりの支援制度 21年度拡充した制度

20年度の人数分（都道府県負担分） １０／１０

  　基金の対象となる県事業

21年度増えた人数分
　    　（基金充当）

１/２

　　基金の対象となっていない県事業

　　　　私立高等学校等授業料軽減補助金のうち専修学校高等課程分

　　 　 私立高等学校入学納付金補助金

　

 

 

 

全国私立学校授業料平均額

国の就学支援金

私立高校等の生徒への就学支援金制度

軽減額
(円）

354,505

237,600

１78,200

118,800

                          　250万　　　　　　　　　　　350万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　      　標準世帯年収(円）

 ２３５，７０５円
 １７６，３０５円

 １１６，９０５円


